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書面の電磁的方法による交付等取扱規程（新旧対照表） 

 

  （下線部分変更） 

改訂後 現行 

書面の電磁的方法による交付等取扱規程 

 

第１条（目的）～第５条（承諾）  <省略> 

 

第６条（免責事項） 

当社は、次に掲げる事項によりお客様に損害が生じた場合につ

いて、一切その責を負わないものとします。 

（１）～（４） <省略> 

（５）その原因の発生の理由の如何を問わず、お客様が承諾した

電子交付等により生じた全ての損害。 

 

（６） ～（７） <省略> 

 

第７条（電子交付等の撤回）～第８条（規程の変更） <省略> 

 

 

令和8年3月28日 改訂 

 

以上 

書面の電磁的方法による交付等取扱規程 

 

第１条（目的）～第５条（承諾）  <省略> 

 

第６条（免責事項） 

当社は、次に掲げる事項によりお客様に損害が生じた場合につ

いて、一切その責を負わないものとします。 

（１）～（４） <省略> 

（５）その原因の発生の理由の如何を問わず、ＩＤ及びパスワード

が一致した場合に生じた、お客様が承諾した電子交付等により

生じた全ての損害。  

 （６） ～（７） <省略> 

 

第７条（電子交付等の撤回）～第８条（規程の変更） <省略> 

 

 

 

 

以上 

 


